
令和２年度 厚木市労働報酬審議会 次第 

 

 
日時 令和２年９月16日（水) 

午後３時から 

場所 厚木市役所 本庁舎３階 特別会議室  

 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 案件  

（1）審議会の会議録における委員氏名の公開について 

 

（2）令和３年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額（案）・・・  資料１  

について 

 
 

（3）令和３年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る・・・ 資料２-１  

労働報酬下限額（案）について                資料２-２  

 

 

(4) その他 

 

 

４ 閉 会 



（単位：円）

業種 日額 1時間当たり 80% 85% 90% 95% 100%

特殊作業員 24,900 3,113 2,491 2,647 2,802 2,958 3,113

普通作業員 21,500 2,688 2,151 2,285 2,420 2,554 2,688

軽作業員 15,100 1,888 1,511 1,605 1,700 1,794 1,888

造園工 20,700 2,588 2,071 2,200 2,330 2,459 2,588

法面工 25,700 3,213 2,571 2,732 2,892 3,053 3,213

とび工 27,500 3,438 2,751 2,923 3,095 3,267 3,438

石工 27,300 3,413 2,731 2,902 3,072 3,243 3,413

ブロック工 25,100 3,138 2,511 2,668 2,825 2,982 3,138

電工 23,500 2,938 2,351 2,498 2,645 2,792 2,938

鉄筋工 25,900 3,238 2,591 2,753 2,915 3,077 3,238

鉄骨工 25,700 3,213 2,571 2,732 2,892 3,053 3,213

塗装工 28,300 3,538 2,831 3,008 3,185 3,362 3,538

   令和３年度の工事請負契約に係る労働報酬
   下限額（案）について

１ 対象
　 市が発注する予定価格１億円以上の工事請負契約業務に従事する労働者等（農林水産
　省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共工事設計労務単
　価に掲げる職種の業務に従事する者に限る。）に係る労働報酬下限額
　（厚木市公契約条例第６条第１項第１号）

２ 算定の根拠
   労働報酬下限額の決定には、「公共工事設計労務単価」を勘案するほか、地場賃金
  として信頼できる基準があれば、「その他公的機関が定める労務単価の基準」を適用
  する。
 （厚木市公契約条例第６条第２項第１号及び第３号）

３ 算定方法
(1) 公共工事設計労務単価が設定されている職種
　　農林水産省及び国土交通省が決定した令和３年度の神奈川県における公共工事設計
　労務単価を８で除して得た額(１円未満の端数がある場合は切り上げる。)に100分の
　90を乗じて得た額とする(１円未満の端数がある場合は切り上げる)。

(2) 公共工事設計労務単価が設定されていない職種
　　十分な有効標本数が確保できなかった等の理由により、令和３年度の神奈川県にお
　ける公共工事設計労務単価が設定されていない職種は、労働報酬下限額の設定対象外
　とする。

(3) 見習い労働者
　　見習い労働者等は、厚木市公契約条例第６条第１項第２号に規定する労働者に支払
　われるべき労働報酬下限額と同額とする。

令和２年度公共工事
設計労務単価（神奈川県）

厚木市労働報酬下限額

（例）※現時点では、令和３年度の神奈川県における公共工事設計労務単価が
　　　　　公表されていないため、令和２年度の単価で計算しています。

資料１



令和２年度公共工事
設計労務単価（神奈川県）

厚木市労働報酬下限額

溶接工 31,000 3,875 3,100 3,294 3,488 3,682 3,875

運転手（特殊） 25,200 3,150 2,520 2,678 2,835 2,993 3,150

運転手（一般） 21,500 2,688 2,151 2,285 2,420 2,554 2,688

潜かん工 30,000 3,750 3,000 3,188 3,375 3,563 3,750

潜かん世話役 35,500 4,438 3,551 3,773 3,995 4,217 4,438

さく岩工 29,900 3,738 2,991 3,178 3,365 3,552 3,738

トンネル特殊工 32,700 4,088 3,271 3,475 3,680 3,884 4,088

トンネル作業員 24,300 3,038 2,431 2,583 2,735 2,887 3,038

トンネル世話役 33,700 4,213 3,371 3,582 3,792 4,003 4,213

橋りょう特殊工 29,800 3,725 2,980 3,167 3,353 3,539 3,725

橋りょう塗装工 31,200 3,900 3,120 3,315 3,510 3,705 3,900

橋りょう世話役 33,700 4,213 3,371 3,582 3,792 4,003 4,213

土木一般世話役 25,100 3,138 2,511 2,668 2,825 2,982 3,138

高級船員 29,200 3,650 2,920 3,103 3,285 3,468 3,650

普通船員 23,100 2,888 2,311 2,455 2,600 2,744 2,888

潜水士 40,300 5,038 4,031 4,283 4,535 4,787 5,038

潜水連絡員 27,500 3,438 2,751 2,923 3,095 3,267 3,438

潜水送気員 27,000 3,375 2,700 2,869 3,038 3,207 3,375

山林砂防工 26,900 3,363 2,691 2,859 3,027 3,195 3,363

軌道工 43,900 5,488 4,391 4,665 4,940 5,214 5,488

型わく工 25,900 3,238 2,591 2,753 2,915 3,077 3,238

大工 25,600 3,200 2,560 2,720 2,880 3,040 3,200

左官 26,900 3,363 2,691 2,859 3,027 3,195 3,363

配管工 21,700 2,713 2,171 2,307 2,442 2,578 2,713

はつり工 25,100 3,138 2,511 2,668 2,825 2,982 3,138

防水工 27,500 3,438 2,751 2,923 3,095 3,267 3,438

板金工 27,200 3,400 2,720 2,890 3,060 3,230 3,400

タイル工 - - - - - - -

サッシ工 25,200 3,150 2,520 2,678 2,835 2,993 3,150

屋根ふき工 - - - - - - -

内装工 28,100 3,513 2,811 2,987 3,162 3,338 3,513

ガラス工 24,900 3,113 2,491 2,647 2,802 2,958 3,113

建具工 24,300 3,038 2,431 2,583 2,735 2,887 3,038

ダクト工 21,600 2,700 2,160 2,295 2,430 2,565 2,700

保温工 22,700 2,838 2,271 2,413 2,555 2,697 2,838

設備機械工 23,000 2,875 2,300 2,444 2,588 2,732 2,875

交通誘導員Ａ 15,400 1,925 1,540 1,637 1,733 1,829 1,925

交通誘導員Ｂ 13,500 1,688 1,351 1,435 1,520 1,604 1,688



令和３年度の業務委託及び管理協定対象委託契約

に係る労働報酬下限額（案）について 
 

 

１ 対象 

市が発注する予定価格１千万円以上の業務の委託に関する契約及び

管理協定（市長等が別に定める契約及び管理協定に限る。）業務に従

事する労働者等に係る労働報酬下限額 

（厚木市公契約条例第６条第１項第２号） 

 

２ 算定の根拠 

労働報酬下限額の決定には、「地域別の最低賃金額」を勘案するほ

か、地場賃金として信頼できる基準があれば、「その他公的機関が定

める労務単価の基準」を適用する。 

（厚木市公契約条例第６条第２項第２号及び第３号） 

 

３ 最低賃金の改定状況 

中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機関）は、令和２年７月、

令和３年度の引き上げの目安額を示さず「現行水準維持を基本」との

意見をまとめ、神奈川県では、同年８月に神奈川県の最低賃金を１円

（0.1％）引き上げ、時間額 1,012 円に決定したことを公示しまし

た。 

 

４ 算出のポイント 

(1) 必須要件：労働報酬下限額 ＞ 神奈川県の最低賃金額 

公契約条例の目的から、労働報酬下限額は神奈川県の最低賃金額

を常に上回っている必要がありますが、毎年４月に改定する労働報

酬下限額に対して、神奈川県の最低賃金は 10月に改定されるた

め、次回の改定額を予想して労働報酬下限額を決定する必要があり

ます。 

 

(2) 最低賃金における前回予想と実績との差額 

今年度（令和２年度）の労働報酬下限額を審議した際は、今回改

定される神奈川県の最低賃金を時間額 1,045 円（29 円増）と想定し

たことから、実績との差額は 33円（1,045 円－1,012 円）となって

います。 

 

 

資料２-１ 



(3) 新型コロナウイルスの影響 

今年度、新型コロナウイルスの影響により、神奈川県の最低賃金

が１円の引き上げとなったことから、次年度において、この状態が

続く場合と、回復した場合とを比較する。 

 

① 継続した場合       ⇒ 1,013 円（1,012 円＋１円） 

② 回復（影響前の伸び率）  ⇒ 1,041 円（1,012 円＋29 円） 

③ 回復（政府目標：年３％） ⇒ 1,043 円（1,012 円×103％） 

 

４ 設定額（案） 

前回の予想と実績との差額（33円）の存在が大きく、かつ、３(3)

①～③いずれのケースも、現在の労働報酬下限額（1,045 円）を超え

るものがないことから、令和３年度の労働報酬下限額は、国と同じく

「現行水準維持」とし、時間額 1,045 円とする。 

 

 

【参考】（政府目標：年３％） 

平成 28 年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」や、

平成 29年３月に「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実

行計画」において、「最低賃金については、年率３％程度を目途として、

名目ＧＤＰ成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国の

加重平均が、時間額 1,000 円となることを目指す。」とされている。 

 

 

【参考】その他公的機関が定める労務単価の基準を基にした額 

「その他公的機関が定める労務単価」として、国土交通省が「建築

保全業務労務単価」を作成しており、これを基に算出すると次のよう

になります。 

 

令和２年度建築保全業務労務単価における東京都の区分で最も低い

額（清掃員Ｃ 日額 11,800 円）を８で除して得た額に 100 分の 90 を

乗じて算出 

 

11,800 円÷８時間×0.9 ＝ 1,328 円  

 

※ この金額については、現在の労働報酬下限額と著しい差があるため、

参考に留めることとします。 

 



　

　
　 　

最低賃金・厚木市労働報酬下限額　比較

【参考】

927円

労働報酬下限額（委託等）の推移

神
奈
川
県
最
低
賃
金

　

労
働
報
酬
下
限
額

 　

　厚木市労働報酬下限額 954円 988円 1,016円

887円

　

平成25年度

882円

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

894円 911円 929円

1,011円

令和３年度

1,012円930円

　 平成25年度

905円

　相模原市 885円

　川崎市 907円

　

　神奈川県最低賃金 868円

962円 1,000円 1,029円

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1,025円

890円 909円

907円 910円 928円 964円 995円

956円 983円

令和元年度 令和２年度 令和３年度

1,056円

令和２年度

1,045円

1,056円

1,059円

９５６円

９８８円

９８３円

１,０１６円
２８円の引上げ

（２.８２％上昇）

１,０１１円

（平成30年10月） (令和元年10月）

（平成31年４月）（平成30年４月）

９５４円

２７円の引上げ

（２.８２％上昇）

３４円の引上げ

（３.５６％上昇）

（平成29年10月）

９３０円
２６円の引上げ

（２.８０％上昇）

２５円の引上げ

（２.６９％上昇）

（平成29年４月）

（平成28年10月）

資料２-２

２８円の引上げ

（２.８５％上昇）

２９円の引上げ

（２.８５％上昇） １,０４５円

（令和２年10月）

（令和２年４月）

令和２年度

１円の引上げ

（０.１％上昇） １,０１2円

【想定】

（令和３年10月）

令和３年度

１,０４３円
政府目標年率３%

上昇すると仮定

同額１,０４５円 １,０４５円

【仮】

（令和３年４月）



【令和３】試算 地域別最低賃金改定状況（全国一覧）

時間額 差額 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率 時間額 差額 伸率

北海道 861 0 北海道 861 0 0.00 861 26 3.11 835 25 3.09 810 24 3.05 786 22 2.88 764 16 2.14 748
青森 796 3 青森 793 3 0.38 790 28 3.67 762 24 3.25 738 22 3.07 716 21 3.02 695 16 2.36 679
岩手 796 3 岩手 793 3 0.38 790 28 3.67 762 24 3.25 738 22 3.07 716 21 3.02 695 17 2.51 678
宮城 826 1 宮城 825 1 0.12 824 26 3.26 798 26 3.37 772 24 3.21 748 22 3.03 726 16 2.25 710
秋田 794 2 秋田 792 2 0.25 790 28 3.67 762 24 3.25 738 22 3.07 716 21 3.02 695 16 2.36 679
山形 796 3 山形 793 3 0.38 790 27 3.54 763 24 3.25 739 22 3.07 717 21 3.02 696 16 2.35 680
福島 802 2 福島 800 2 0.25 798 26 3.37 772 24 3.21 748 22 3.03 726 21 2.98 705 16 2.32 689
茨城 853 2 茨城 851 2 0.24 849 27 3.28 822 26 3.27 796 25 3.24 771 24 3.21 747 18 2.47 729
栃木 855 1 栃木 854 1 0.12 853 27 3.27 826 26 3.25 800 25 3.23 775 24 3.20 751 18 2.46 733
群馬 839 2 群馬 837 2 0.24 835 26 3.21 809 26 3.32 783 24 3.16 759 22 2.99 737 16 2.22 721
埼玉 930 2 埼玉 928 2 0.22 926 28 3.12 898 27 3.10 871 26 3.08 845 25 3.05 820 18 2.24 802
千葉 927 2 千葉 925 2 0.22 923 28 3.13 895 27 3.11 868 26 3.09 842 25 3.06 817 19 2.38 798
東京 1,013 0 東京 1,013 0 0.00 1,013 28 2.84 985 27 2.82 958 26 2.79 932 25 2.76 907 19 2.14 888
神奈川 1,013 1 神奈川 1,012 1 0.10 1,011 28 2.85 983 27 2.82 956 26 2.80 930 25 2.76 905 18 2.03 887
新潟 832 1 新潟 831 1 0.12 830 27 3.36 803 25 3.21 778 25 3.32 753 22 3.01 731 16 2.24 715
富山 850 1 富山 849 1 0.12 848 27 3.29 821 26 3.27 795 25 3.25 770 24 3.22 746 18 2.47 728
石川 834 1 石川 833 1 0.12 832 26 3.23 806 25 3.20 781 24 3.17 757 22 2.99 735 17 2.37 718
福井 831 1 福井 830 1 0.12 829 26 3.24 803 25 3.21 778 24 3.18 754 22 3.01 732 16 2.23 716
山梨 839 1 山梨 838 1 0.12 837 27 3.33 810 26 3.32 784 25 3.29 759 22 2.99 737 16 2.22 721
長野 850 1 長野 849 1 0.12 848 27 3.29 821 26 3.27 795 25 3.25 770 24 3.22 746 18 2.47 728

岐阜 853 1 岐阜 852 1 0.12 851 26 3.15 825 25 3.13 800 24 3.09 776 22 2.92 754 16 2.17 738

静岡 885 0 静岡 885 0 0.00 885 27 3.15 858 26 3.13 832 25 3.10 807 24 3.07 783 18 2.35 765
愛知 928 1 愛知 927 1 0.11 926 28 3.12 898 27 3.10 871 26 3.08 845 25 3.05 820 20 2.50 800
三重 875 1 三重 874 1 0.11 873 27 3.19 846 26 3.17 820 25 3.14 795 24 3.11 771 18 2.39 753
滋賀 870 2 滋賀 868 2 0.23 866 27 3.22 839 26 3.20 813 25 3.17 788 24 3.14 764 18 2.41 746
京都 909 0 京都 909 0 0.00 909 27 3.06 882 26 3.04 856 25 3.01 831 24 2.97 807 18 2.28 789
大阪 964 0 大阪 964 0 0.00 964 28 2.99 936 27 2.97 909 26 2.94 883 25 2.91 858 20 2.39 838
兵庫 901 1 兵庫 900 1 0.11 899 28 3.21 871 27 3.20 844 25 3.05 819 25 3.15 794 18 2.32 776
奈良 839 1 奈良 838 1 0.12 837 26 3.21 811 25 3.18 786 24 3.15 762 22 2.97 740 16 2.21 724

和歌山 832 1 和歌山 831 1 0.12 830 27 3.36 803 26 3.35 777 24 3.19 753 22 3.01 731 16 2.24 715
鳥取 794 2 鳥取 792 2 0.25 790 28 3.67 762 24 3.25 738 23 3.22 715 22 3.17 693 16 2.36 677
島根 794 2 島根 792 2 0.25 790 26 3.40 764 24 3.24 740 22 3.06 718 22 3.16 696 17 2.50 679
岡山 835 1 岡山 834 1 0.12 833 26 3.22 807 26 3.33 781 24 3.17 757 22 2.99 735 16 2.23 719
広島 871 0 広島 871 0 0.00 871 27 3.20 844 26 3.18 818 25 3.15 793 24 3.12 769 19 2.53 750
山口 829 0 山口 829 0 0.00 829 27 3.37 802 25 3.22 777 24 3.19 753 22 3.01 731 16 2.24 715
徳島 799 3 徳島 796 3 0.38 793 27 3.52 766 26 3.51 740 24 3.35 716 21 3.02 695 16 2.36 679
香川 822 2 香川 820 2 0.24 818 26 3.28 792 26 3.39 766 24 3.23 742 23 3.20 719 17 2.42 702
愛媛 796 3 愛媛 793 3 0.38 790 26 3.40 764 25 3.38 739 22 3.07 717 21 3.02 696 16 2.35 680
高知 794 2 高知 792 2 0.25 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 22 3.17 693 16 2.36 677
福岡 843 1 福岡 842 1 0.12 841 27 3.32 814 25 3.17 789 24 3.14 765 22 2.96 743 16 2.20 727
佐賀 794 2 佐賀 792 2 0.25 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 21 3.03 694 16 2.36 678
長崎 796 3 長崎 793 3 0.38 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 21 3.03 694 17 2.51 677
熊本 796 3 熊本 793 3 0.38 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 21 3.03 694 17 2.51 677

大分 794 2 大分 792 2 0.25 790 28 3.67 762 25 3.39 737 22 3.08 715 21 3.03 694 17 2.51 677

宮崎 796 3 宮崎 793 3 0.38 790 28 3.67 762 25 3.39 737 23 3.22 714 21 3.03 693 16 2.36 677
鹿児島 796 3 鹿児島 793 3 0.38 790 29 3.81 761 24 3.26 737 22 3.08 715 21 3.03 694 16 2.36 678
沖縄 794 2 沖縄 792 2 0.25 790 28 3.67 762 25 3.39 737 23 3.22 714 21 3.03 693 16 2.36 677
加重平均額 903 1 加重平均額 902 1 0.11 901 27 3.09 874 26 3.07 848 25 3.04 823 25 3.13 798 18 2.31 780

※厚生労働省HPより

平成26年度
時間額

都道府県都道府県
平成２９年度 平成２７年度平成２８年度前年同伸率 令和１年度 平成３０年度令和２年度
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